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これまでの２年、これからの２年巻頭言

千葉県地方自治研究センター　理事　
衆議院議員　若井やすひこ

は評価を頂いていま

す。今後、この流れ

をさらに確かなもの

にしていかなければ

なりませんが、同時

に、地域においても

2009年、千葉県地方自治研究センターが再

発足してまもなく２年。この間、多岐にわた

り順調に活動が発展していることを、理事の

一人として心から喜んでいます。今後、活動

がさらに広がって行くことを心から期待して

います。

さてこの間、センター再発足の直前に民主

党を中心とした政権交代がありました。私、

若井康彦も関係者のみな様のひとかたならぬ

お力を賜りながら、その一翼を担わせて頂き

ました。当時の日本列島を覆った沸き立つよ

うな熱気を私は今も忘れることができません。

心から感謝申し上げる次第です。

しかし、その後の新政権を巡る経緯につい

てはご存知の通りで、ご心配、ご迷惑をおか

けし続けているものと思います。しかし、実

は着実に成果を上げて来た部分も少なくあり

ません。例えば、自治研センターに関係の深

い分野では地域主権改革の深化があります。

私も民主党の地域主権調査会副会長を務めて

きましたが、この間、小泉時代の「三位一体

改革」により6.8兆円減らされた地方財源を

増やしたこと、前政権では一つも廃止できな

かった約４千条項の「義務づけ・枠づけ」を、

すでに1,200条項、廃止を決めたこと、さら

にヒモツキ補助金を廃止して一括交付金化を

進めていること等、地方自治に関わる方々に

これをしっかり定着させる努力が必要です。

みな様ご存知の通り、正に試行錯誤、旧勢

力の様々な抵抗も、あえて言い訳めいて聞こ

えることを承知で言えば、一筋縄では行かな

いことも少なくありません。今後も一歩一歩、

前に進められるよう、しばらく辛抱強く見

守って頂き、またご一緒にお力を奮って頂き

ますよう、その先頭に自治研センターが立っ

て下さることをお願いする次第です。

（さて今般、満を持して野田政権の登場で

すが、千葉県でははじめての総理誕生です。

これは正に地域主権のシンボルと言えるので

はないか。関八州のうち３つの州が連邦を形

成し、しかも主要な地域が天領としてひとつ

の政治的アイデンティティをこれまで確立し

得なかった千葉。そこから、20年の毎朝の駅

立ち一本で国民的支持を勝ち得た宰相は国民

主権、地域主権のシンボルである所以です．

これをさらに政権交代の実を重ね、次の時代

への道筋をしっかりつけて行く機会として行

きたいと思います。）


